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議案第1号

令和6年度金沢市一般会計補正予算（第1号）

令和6年度金沢市の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,709,672千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ195, 109,672千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、 「第1表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度

に繰り越して使用することができる経費は、 「第2表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条債務負担行為の追加及び変更は、 「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条地方債の変更は、 ｢第4表地方債補正」 による。

令和6年6 月 日提出1 1

金 市 村 卓沢 長 山
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第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 補正前の額 補正額項 計

千円千円 千円

14.分担金及び負担金 3,750 370， 140366,390

1．負 担 金 3,750 370, 140366,390

16.国庫支出金 1,250,464 38,602,73937,352,275

1．国庫負担金 628,156 27,625,41326,997,257

2．国庫補助金 10,879,33510,257,027 622,308

17.県支 出 金 15,096,657853,82214,242,835

1．県 負 担 金 87,200 10,598, 12310,510,923

2．県 補 助 金 3,650,6252,884,003 766,622

20．繰 入 金 3,306,81864,2003,242,618

1．特別会計繰入金 352,65864,200288,458

22．諸 収 入 5，538， 178782,3364,755,842

6．雑 4,808,936入 782,3364,026,600

23．市 債 10,597,2008,842, 100 1,755,100

1．市 債 10,597,2001,755, 1008,842,100

歳
〈
ロ 計入 195, 109,672190,400,000 4,709,672
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歳 出

款 補正前の額 補正額 計項

千円 千円千円

2．総 務 費 20,500 14,462,28014,441,780

1．総務管理費 11，101，57511,081,075 20,500

3．民 生 費 79,606,220 706,236 80,312,456

2．老人福祉費 15,494,951 417,936 15，912，887

3．児童福祉費 34,254,895 95，100 34,349,995

5．災害救助費 410,800 193,200 604,000

4．衛 生 費 18,041,351 854,000 18，895，351

1．保健衛生費 10,483,677 684,000 11，167，677

3．清 掃 費 5,879,772 170,000 6,049,772

6．農林水産業費 2,919,587 314,900 3,234,487

1．農 業 費 2, 174,426 314,900 2,489,326

7．商 工 費 3,465, 147 42,000 3，507，147

1．商 工 費 3,465,147 42,000 3,507,147

8．土 木 費 19，792，150 1,245,500 21,037,650

1．士木管理費 1,290,337 44,000 1,334,337

2~道路橋りょう費 5,491,083 431，300 5,922,383

3．河 川 費 956,234 87,000 1,043,234

4．港 湾 費 379,827 381，300 761，127

5~都市計画費 10,736,736 11,038,636301,900

9．消 防 費 5,246,724 5,346,724100,000

1．消 防 費 5,246,724 100,000 5,346,724
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款 項 補正前の額 補正額 計

千円 千円 千円

10．教 育 費 26,225,377 325,900 26,551,277

6．社会教育費 5,942,553 311，000 6,253,553

7‘保健体育費 8,650,911 14,900 8,665,811

11．災害復旧費 1,410,117 1,724,400 3，134，517

1．災害復旧費 3, 134,5171，410，117 1,724,400

14．予 備 費 △623,764720,000 96,236

1．予 備 費 720,000 △623,764 96,236

歳
△
ロ出 計 195,109,672190,400,000 4,709,672
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第2表 繰 越 明 許 費

金 額款 項 事 業 名

千円

4~衛 生 費 54,600

み 収 集 事 業3．清 掃 費
言
」 54,600

9．消 防 費 4,500

1．消 防 費 常 備 消 防 事 業 4,500

第3表 債務負担行為補正

補

期 間

補 正 後

期 間 ｜ 限度額

前

限度額

正
事 項

千円 千円

西 部
エネルギ

改

環 境
センター

費
令和7年度 令和7年度246,000 26,000

ー

良

士
災

木 施 設
復旧事業費

令和7年度 96,000圭
巨

第4表 地 方 債 補 正

補 補
一

glj 後正
一
度

正
一
度

起債の 目 的
額限 額限

千円 千円

事 業 等公 ＋卜
〆、 2,023,300 2,589,300

災 宝目 復旧事業 470,300 1,333,600

一般廃棄物処理事業 243,600 333,600

地域活性化事業 218，000 453,800

〈
ロ 計 8,842,100 10,597,200
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議案第2号

令和6年度金沢市公共用地先行取得事業費特別会計補正予算（第1号）

令和6年度金沢市の公共用地先行取得事業費特別会計補正予算（第1号）は、次

に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ64,200千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ175,589千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、 「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和6年6月 日提出11

卓市 村金 長 山沢
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第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 補正前の額 補正額 計項

千円 千円 千円

2． 財産収入 76,800 64,200 141,000

1．財産売払収入 76,800 64,200 141,000

歳
谷
口 計入 111，389 64,200 175，589

歳 出

款 補正前の額項 補正額 計

千円 千円 千円

'~ 堯行叢得塁業譽 111,389 64,200 175,589

'~堯行蓋得望業譽 111,389 64,200 175,589

歳 出
合
口 計 111,389 64,200 175，589
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議案第3号

令和6年度金沢市水道事業特別会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条令和6年度金沢市の水道事業特別会計の補正予算（第1号）は、次に定める

ところによる。

（業務の予定量）

第2条令和6年度金沢市の水道事業特別会計の予算（以下「予算」 という。 ）第2

条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

（既決予定量） （補正予定量） （計）

（4） 主要な建設改良事業

"14,706m "2,000m lif16,706m
配水管改良

3,947,700千円 940,000千円 4,887,700千円

（収益的収入及び支出）

第3条予算第3条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第1款事業収益 9,555,666千円 64,600千円 9,620,266千円

第2項営業外収益 958,836千円 64,600千円 1,023,436千円
，△皇 計 9,555,666千円 64,600千円 9,620,266千円口

支 出

第1款事業費用 9,015,448千円 97,000千円 9, 112,448千円

第1項営業費用 8,689,160千円 97,000千円 8,786, 160千円

外に当年度予定利益 540,218千円 △32,400千円 507,818千円

計 9,555,666千円 64,600千円 9,620,266千円／△、
ロ

（資本的収入及び支出）

第4条予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

3, 131,655千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,259,655千円」

に、 「過年度分損益勘定留保資金859,656千円」を「過年度分損益勘定留保資金

987,656千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第2款資本的収入 2,726,452千円 812,000千円 3,538,452千円

第4項工事負担金 552,995千円 812,000千円 1,364,995千円

外に過年度分損益勘定留保資金 859,656千円 128,000千円 987,656千円

合 計 5,858,107千円 940,000千円 6,798, 107千円
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支 出

第2款資本的

第1項建設

支出

改良費

計

6,798,107千円

6,092,979千円

6,798, 107千円

5,858,107千円

5,152,979千円

5,858, 107千円

円

円

円

千

千

千

０

０

０

０

０

０

０

０

０

１

，

夕

０

０

０

４

４

４

９

９

９
合
口

令和6年6月 日提出11

金 市 村 卓長沢 山
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議案第4号

令和6年度金沢市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条令和6年度金沢市の下水道事業特別会計の補正予算（第1号）は、次に定め

るところによる。

（業務の予定量）

第2条令和6年度金沢市の下水道事業特別会計の予算（以下「予算」という。 ）第2

条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

（既決予定量） （補正予定量） （計）

（3） 主要な建設改良事業

雨水関連施設 605,000千円 64,000千円 669,000千円

災害復旧事業 5,688,000千円 5,688,000千円

（資本的収入及び支出）

第3条予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

~ 7,137,830千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7,137,897千円」

に、 「過年度分損益勘定留保資金3，338千円」を「過年度分損益勘定留保資金

3,405千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(補正予定額）

入

5,751,933千円

2,023,600千円

3,728,333千円

67千円

5,752,000千円

出

5,752,000千円

5,752,000千円

5,752,000千円

(計）（科 目） （既決予定額）

収

第2款資本的収入 7,668,040千円

第1項企 業 債 4,185,000千円

第3項補 助 金 1,928,085千円

外に過年度分損益勘定留保資金 3,338千円

合 計 14,805,870千円

支

第2款資本的支出 14,805,870千円

第1項建設改良費 5,220,582千円

合 計 14,805,870千円

13,419,973千円

6,208,600千円

5,656,418千円

3,405千円

20,557,870千円

20,557,870千円

10,972,582千円

20,557,870千円
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（企業債）

第4条予算第6条に定めた企業債の限度額を、次のとおり補正する。

（計）

6,208,600千円

（既決予定額）

額 4, 185,000千円

(補正予定額）

2,023,600千円度限

令和6年6月 日提出11

卓市 村金 長沢 山

11



議案第5号

金沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施

行条例の一部改正について

金沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条

例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年6月 11 日提出

卓金沢市長 村 山

金沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施

行条例の一部を改正する条例

金沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条

例（平成27年条例第44号）の一部を次のように改正する。

第6条中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

提案の趣旨
も

生活保護法の一部改正に伴い、関係規定を改正する。
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議案第6号

金沢市税賦課徴収条例の一部改正について

金沢市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年6月 11 日提出

金沢市長 村 山 卓

金沢市税賦課徴収条例の一部を改正する条例

金沢市税賦課徴収条例（昭和25年条例第33号）の一部を次のように改正する。

第36条第2項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分に次のただ

し書を加える。

ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、

市民税を減免する必要があると認める場合は、申請書の提出を要しない。

第36条第3項中「によって」を「により」に、 「においては」を「には」に改める。

第42条の3中「第64条第4項」を「第152条第5項」に改める。

第56条第2項中「によって」を「により」に改め、同項ただし書を削り、同条第3項中

「によって」を「により」に、 「においては」を「には」に改め、同項を同条第4項とし、

同条第2項の次に次の1項を加える。

3前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に規定する申

請害の提出を要しない。

（1）第1項第2号の規定に該当する固定資産を所有する者であって、当該年度の前年度

に係る申請事項に異動がない場合

（2）市長が、当該者が所有する固定資産が第1項各号のいずれかに該当することが明ら

かであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合

第116条の2の2第2項中「によって」を「により」に改め、同項各号列記以外の部分

に次のただし書を加える。

ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する士地が同項各号のいずれかに該当す

ることが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は、

申請書の提出を要しない。
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第116条の2の2第3項中「によって」を「により」に改める。

附則第9条の2中第9項を第10項とし、第4項から第8項までを1項ずつ繰り下げ、第

3項の次に次の1項を加える。

4法附則第15条第25項第2号に規定する条例で定める割合は、 7分の6とする。

附則第9条の3中第11項を第12項とし、第2項から第10項までを1項ずつ繰り下げ、第

1項の次に次の1項を加える。

2 市長は、法附則第15条の7第1項又は第2項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係

る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長期優良住宅の普

及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）第5条第4項に規定する管理者等から、

法附則第15条の7第3項に規定する期間内に施行規則附則第7条第4項に規定する書類

の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第15条の7第1項又は第2項に

規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第1項又

は第2項の規定を適用することができる。

附則

（施行期日）

第1条この条例は、公布の日から施行する。ただし、第42条の3の改正規定は、令和7

年4月1日から施行する。

（固定資産税に関する経過措置）

第2条令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等

の一部を改正する法律（令和6年法律第4号）第1条の規定による改正前の地方税法

（昭和25年法律第226号）附則第15条第25項に規定する特定再生可能エネルギー発電設

備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

提案の趣旨

地方税法の一部改正に伴い、一定の特定バイオマス発電設備に係る固定資産税の減額の

割合を定めるとともに、職権により市民税等の減免を行うことを可能とする規定の整備等

を行う。
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議案第7号

金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例の一部

改正について

金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例の一部を改

正する条例を次のように定める。

令和6年6月 11 日提出

金沢市長 村 山 卓

金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例の一部

を改正する条例

金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条例の特例を定める条例（平成28年

条例第10号）の一部を次のように改正する。

第1条中「特定業務施設の」を「特定業務施設及び当該特定業務施設に係る特定業務児

童福祉施設（法第5条第4項第5号の特定業務児童福祉施設をいう。以下この条及び次条

において同じ。 ）の」に改め、 「による特定業務施設」の次に「及び特定業務児童福祉施

設」を加える。

第2条中「令和6年3月31日」を「令和8年3月31日」に、 「特定業務施設の」を「特

定業務施設及び特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備される

ものの」に改める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例（第2条の改正規定中「令和6年3月31日」を「令和8年3月31日」に改め

る部分を除く。 ）による改正後の金沢市本社機能立地促進のための金沢市税賦課徴収条

例の特例を定める条例の規定は、令和6年4月19日以後に新設し、又は増設した特別償

却設備に係る対象固定資産に対して課する固定資産税について適用し、同日前に新設し、

又は増設した特別償却設備に係る対象固定資産に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。
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提案の趣旨

地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、本社機能立地

促進のため、固定資産税について課税の特例措置の適用期限を延長するとともに、地域再

生法等の一部改正に伴い、地域の活力の再生を推進するため、特例措置の対象に特定業務

児童福祉施設を追加する。
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巨
弓
８捗
弟
安
本
奎
琵

金沢市学校設置条例の一部改正について

金沢市学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年6月 11 日提出

金沢市長 村 山 卓

金沢市学校設置条例の一部を改正する条例

金沢市学校設置条例（昭和40年条例第1号）の一部を次のように改正する。

別表金沢市立三谷小学校の項を削る。

附則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

提案の趣旨

学校規模の適正化を図るため、金沢市立三谷小学校を金沢市立不動寺小学校に統合する。
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議案第9号

金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

等の一部改正について

金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年6月 11 日提出

卓金沢市長 村 山

金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

等の一部を改正する条例

(金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正）

第1条金沢市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成24年条例第43号）の一部を次のように改正する。

第46条第2項第5号中「満4歳以上満5歳に満たない」を「満4歳以上の」に改め、

同項第6号を削る。

（金沢市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正）

第2条金沢市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成26年条例第49号）の一部を次のように改正する。

第30条第2項第3号中「20人」を「15人」に改め、同項第4号中「30人」を「25人」

に改める。

第32条第2項第3号中「20人」を「15人」に改め、同項第4号中「30人」を「25人」

に改める。

第45条第2項第3号中「20人」を「15人」に改め、同項第4号中「30人」を「25人」

に改める。

第48条第2項第3号中「20人」を「15人」に改め、同項第4号中「30人」を「25人」

に改める。
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（金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基

づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第3条金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

に基づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年

条例第45号）の一部を次のように改正する。

第6条第3項の表中備考以外の部分を次のように改める。

園児の区分 員数

1 満4歳以上の園児 おおむね25人につき1人

2満3歳以上満4歳未満の園児 おおむね15人につき1人

満2歳以上満3歳未満の園児

満1歳以上満2歳未満の園児

3 おおむね6人につき1人

4 おおむね5人につき1人

5 満1歳未満の園児 おおむね3人につき1人

第6条第3項の表の備考第3項中「から第3項まで」を「及び第2項」に改める。

（金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基

づく幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部改

正）

第4条金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

に基づく幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例（平成

31年条例第3号）の一部を次のように改正する。

第4条第1項の表満3歳以上満4歳未満の子どもの項中「20人」を「15人」に改め、

「 （保育所型認定こども園にあっては、おおむね15人につき1人） 」を削り、同表満4

歳以上満5歳未満の子どもの項を削り、同表満5歳以_Eの子どもの項を次のように改め

る。

｜
’ ’満4歳以上の子ども おおむね25人につき1人

附則

（施行期日.）

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

（経過措置）

2保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがある
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ときは、当分の間、第2条の規定による改正後の金沢市児童福祉法に基づく家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第30条第2項、第32条第2項、第45条

第2項及び第48条第2項の規定は、適用しない。この場合において、第2条の規定によ

る改正前の金沢市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例第30条第2項、第32条第2項、第45条第2項及び第48条第2項の規定は、第

2条の規定の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

3 金沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基

づく幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第3条第1

号に規定する幼稚園型認定こども園及び同条第3号に規定する地方裁量型認定こども園

に限り、子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置の状況に鑑み、教育及び保育

の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、第4条の規定による改正後の金

沢市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第4条第1項の

規定は、適用しない。この場合において、第4条の規定による改正前の金沢市就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認

定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第4条第1項の規定は、第4

条の規定の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

提案の趣旨

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、保育所等における職員

配置基準を改める。
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議案第10号

金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正につい

て

金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定める。

令和6年6月 11 日提出

卓金沢市長 村 山

金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する

条例

金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例（平成16年条例第4

号）の一部を次のように改正する。

別表第1に次のように加える。

都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市

計画近岡町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定

められている区域

近岡町地区地区整

備計画区域80

別表第2に次の1号を加える。

80近岡町地区地区整備計画区域

計画地区 制 限

全域 用途の制限 （1）法別表第2（に)項第3号に掲げる運動施設

（2）ホテル、旅館又は自動車教習所

（3）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売

所、場外車券売場その他これらに類するもの

（4）カラオケボックスその他これに類するもの

（5）法別表第2（へ)項第3号に掲げる建築物
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(6)葬儀場

(7)風営法第2条第1項第1号から第3号まで及び第5号

に掲げる営業の用に供する建築物

敷地面積の

最低限度

150平方メートル

壁面の位置

の制限

1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園、歩行

者専用道路、水路若しくは調整池（以下この表において

「隣地等」 という。 ）の境界線までの距離の最低限度

は、 1メートルとする。

2 道路境界線又は隣地等の境界線に係る壁面等の後退に

おいて、壁面後退部分(壁面等から道路境界線又は隣地

等の境界線までの距離の最低限度に満たない距離にある

建築物の部分をいう。 ）に係る床面積の合計が5平方メ

ートル以内であり、かつ、軒の高さが3メートル以下の

附属建築物については、前項の規定は、適用しない。

道路に面して垣又は柵を設ける場合（壁面後退区域（壁面

の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境

界線との間の敷地の区域をいう。 ）外に設ける場合を除

く。 ）は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)生け垣、植栽又は高さが1．8メートル以下の透過性の

フェンス

(2) レンガ、 タイル、ブロック、石等によるもので高さが

0．6メートル以下のもの

(3)前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェン

スとを組み合わせたもの（透過性のフェンスと組み合わ

せたものについては、高さが1.8メートル以下のものに

限る。 ）

垣又は柵の

構造の制限

別表第3に次のように加える。
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された金沢都市

計画近岡町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定

められている区域

近岡町地区地区整

備計画区域24

’

附則

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

提案の趣旨

新たに都市計画の決定をした地区計画の区域内における建築物等の制限に関し、必要な

事項を定める。
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議案第11号

金沢市がけ地防災工事資金融資条例の一部改正について

金沢市がけ地防災工事資金融資条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年6月 11 日提出

卓金沢市長 村 山

金沢市がけ地防災工事資金融資条例の一部を改正する条例

金沢市がけ地防災工事資金融資条例（昭和49年条例第1号）の一部を次のように改正す

る。

附則を附則第1項とし、附則に次の1項を加える。

2令和6年能登半島地震による被害への対応を目的として行われる防災工事であって、

令和6年1月1日から同年12月31日までの間に市長が当該被害の発生を確認した箇所に

おいて行われるものに関するこの条例の規定の適用については、第2条第1号中「3メ

ートル」 とあるのは、 「2メートル」 とする。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

提案の趣旨

令和6年能登半島地震の被害を受けたがけ地における災害の防止を図るため、融資対象

となる防災工事の要件を緩和する特例措置を講ずる。
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議案第12号

金沢市公共下水道条例の一部改正について

金沢市公共下水道条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和6年6月 11 日提出

金沢市長 村 山 卓

金沢市公共下水道条例の一部を改正する条例

金沢市公共下水道条例（昭和43年条例第25号）の一部を次のように改正する。

第7条第1項中「排水設備の工事に関し技能を有する者（以下「責任技術者」 とい

う。 ）が専属する業者として」を削り、同条第3項中「前2項」を「前3項」に、 「責任

技術者及び排水設備工事業者」を「排水設備工事業者及び責任技術者」に改め、同項を同

条第4項とし、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条

第1項の次に次の1項を加える。

2排水設備工事業者は、営業所ごとに、排水設備の工事に関し技能を有する者（以下

「責任技術者」 という。 ）を選任しなければならない。ただし、石川県の区域内におけ

る他の営業所について兼任することを妨げない。

第16条の2第2号中「第7条第2項」を「第7条第3項」に改める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

提案の趣旨

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するため、排水設備工事業者における

責任技術者について、県内の他の営業所と兼任を可能とする。
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議案第13号

｢工事請負契約の締結について_｜の一部変更について

令和5年度金沢市議会3月定例月議会において議決された議決第1

結について」 （金沢市立兼六小学校校舎移転整備工事（建築工事） ）

うに変更する。

17号「工事請負契約の締

のうち、その一部を次のよ

令和6年6月11 日提出

金沢市長 卓村 山

金額「763,400,000円」を「776,920, 100円」に改める。
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議案第14号

｢工事請負契約の締結について」の一部変更について

§れた議決第118号「工事請負契約の締

(電気設備工事） ）のうち、その一部を次

令和5年度金沢市議会3月定例月議会において議決された議決第1

結について」 （金沢市立兼六小学校校舎移転整備工事（電気設備工琴

のように変更する。

令和6年6月11 日提出

卓金沢市長 村 山

金額「238,040,000円」を「241,670,000円」に改める。
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議案第15号

｢委託契約の締結について」の一部変更について

令和4年度金沢市議会6月定例月議会において議決された議決第18号

て」 （高柳跨線橋耐震補強工事）のうち、その一部を次のように変更する。

｢委託契約の締結につい

令和6年6月 11 日提出

卓金沢市長 村 山

金額「253,882,000円」を「229,267,107円」に改める。
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議案第16号

財産の取得について

コミュニティバスとして、次のとおり財産を取得する。

令和6年6月11 日提出

金沢市長 村 山 卓

取得する財産 取得する予定価格 契 約 の 相 手 方

雫
電 動 ﾉく ス

29人乗り

福岡県北九州市若松区白山1丁目18番7号

株式会社EVモーターズ・ジャパン

代表取締役社長佐藤裕之

53,384,309円
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議案第17号

財産の取得について

消防用特殊車両として、次のとおり財産を取得する。

令和6年6月 11 日提出

金沢市長 村 山 卓

~

契 約 の 相 手 方取得する予定価格取得する財産

富山県富山市牛島新町4番10号

株式会社モリタ富山営業所

所長土居典生

はしご付消防自動車 201,300,000円
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議案第18号

石川県後期高齢者医療広域連合規約の変更について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第291条の3第1項の規定により、次のとおり、石川県後期

高齢者医療広域連合規約（平成19年2月1日石川県指令地第2728号）を変更する。

令和6年6月 11 日提出

金沢市長 村 山 卓

石川県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約

石川県後期高齢者医療広域連合規約（平成19年2月1日石川県指令地第2728号）の一部を次の

ように変更する。

別表第1の2及び3中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改める。

附則

この規約は、令和6年12月2日から施行する。
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議案第19号

市道の路線認定について

道路法（昭和27年法律第180号）第8条第1項の規定により、次のとおり市道の路線を認定す

る。

令和6年6月11 日提出

金沢市長 村 山 卓

重要な

経過地
路 線 名 占

ノB，、起 芦
J1，、 及 び 終

番
番

０

０

７

７

4先から

1先まで

戸 板 9号

桜 田 町 線27号

桜
桜

町
町

丁

丁

目

目

田

田

１

１

6先から

3先まで

巨
万
ロ
万

４

６

１

５

取

線
丁上町江

弓

諸

諸
諸

番
番

３

３

０

０

２

２

江
江

上

上

町
町

丁
丁

5先から

6先まで

諸
諸

上

上

番
番

３

３

７

７

１

１

弓 取14号

諸江町上丁線57号

江

江

町
町

丁
丁

1先から

1先まで

番
番

１

１

森 本115号

令沢テクノパーク線 6号

北

北

陽
陽

《
ロ
《
ロ

丁
丁

目

目

１

１

11番 先から

64番 1先まで

太陽が丘 1 丁目

銚 子 町イ

浅 川65

太陽が丘1丁目線 1

ロ
万
ロ
万
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議案第20号

市道の路線廃止について

道路法（昭和27年法律第180号）第10条第1項の規定により、次のとおり市道の路線を廃止す

る。

令和6年6月11 日提出

金沢市長 村 山 卓

重要な

経過地
路 線 名 起 占

J1、､ 及 び 終 点

｛
尿
｛
泉

先から

先まで

番
番

２

３

４

４

５

５

町
町

京 町線枝1号
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報告第1号

専決処分の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、金沢市税賦課徴収条

例の一部を改正する条例について、次のとおり専決処分したので報告する。

令和6年6月 11 日提出

卓金沢市長 村 山

令和5年度専決第30号

地方自治法第180条第1項の規定により、金沢市税賦課徴収条例の一部を改正する条例

を次のように定める。

令和6年3月30 日専決

卓金沢市長 村 山

金沢市税賦課徴収条例の一部を改正する条例

金沢市税賦課徴収条例（昭和25年条例第33号）の一部を次のように改正する。

附則第6条の3の次に次の4条を加える。

（令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除）

第6条の4令和6年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の8第4項及び第5項に

規定するところにより控除すべき市民税に係る令和6年度分特別税額控除額を、前年の

合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者（次条及び附則第6条の6に

おいて「特別税額控除対象納税義務者」 という。 ）の第30条の3、第30条の5、第30条

の6第1項、第30条の7、第30条の8，附則第4条の4第2項、附則第6条の2の2第

1項、前条及び附則第8条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第30条の7第2項、第35条の6の5第1項及び

前条の規定の適用については、第30条の7第2項及び前条中「法附則第5条の6第2

項」 とあるのは「法附則第5条の6第2項及び法附則第5条の8第6項」 と、第35条の

6の5第1項中「課した」 とあるのは「附則第6条の4第1項の規定の適用がないもの
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とした場合に課すべき」 と、 「の前々年中」 とあるのは「の同項の規定の適用がないも

のとした場合における前々年中」 と、 「、前々年中」 とあるのは「、附則第6条の4第

1項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」 とする。

（令和6年度分の個人の市民税の普通徴収に関する特例）

第6条の5令和6年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載すべ

き各納期の納付額については、次に定めるところによる。

（1）特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額

(前条第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の

市民税の額をいう。 ） 、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額（法附則

第5条の8第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴

収に係る個人の県民税の額をいう。 ）及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額

（以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」とい

う。 ）からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税

の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額（以下この項において

「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」 という。 ）がその者の特別税額控

除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を4で除して得た金額（当該金額に1,000円

未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数

金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」 という。 ）に

3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額か

ら控除した残額に相当する金額（以下この項において「第1期分金額」 という。 ）に

満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第34条第1項に

規定する第1期の納期（以下この項、次項及び次条第1項において「第1期納期」 と

いう。 ）においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係

る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分

割金額とする。

(2)特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額と

の合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1

期納期においてはないものとし、第34条第1項に規定する第2期の納期（以下この項

及び次条第1項において「第2期納期」 という。 ）においてはその者の第1期分金額
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とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額

控除額を控除した額とし、第34条第1項に規定する第3期の納期（以下この項におい

て「第3期納期」 という。 ）及び同条第1項に規定する第4期の納期（以下この項に

おいて「第4期納期」 という。 ）においてはその者の分割金額とする。

（3）特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1

期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、

当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期及び第2期納期において

はないものとし、第3期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に

2を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額

控除額を控除した額とし、第4期納期においてはその者の分割金額とする。

（4）特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額以上である

場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期、第2期納期

及び第3期納期においてはないものとし、第4期納期においてはその者の普通徴収に

係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環

境税の額の合算額とする。

2令和6年度分の個人の市民税（第1期納期から第35条の6第1項の規定により普通徴

収の方法によって徴収されることとなったものを除く。 ）を同項の規定により普通徴収

の方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。

（令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例）

第6条の6 令和6年度分の個人の市民税に限り、第35条の6の2第1項の規定により特

別徴収の方法によって徴収.すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税（第3項に

おいて「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」 という。 ）の額及び同条第2項の規

定により普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税

の額については、次に定めるところによる。

（1）特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額

（附則第6条の4第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される第35条の6

の2第1項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額

（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第5号において
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同じ。 ）の合算額（以下この号及び第5号において「年金所得に係る所得割額及び均

等割額の合算額」 という。 ）をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。 ）

からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額（以下この

項及び第3項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」 とい

う。 ）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除

前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市

民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の2分の1に相当する

額をいう。以下この号において同じ。 ）を控除した額をいう。以下この号において同

じ。 ）を2で除して得た金額（当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該

金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金

額。以下この項において「第2期分金額」 という。 ）をその者の特別税額控除前の普

通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項におい

て「第1期分金額」 という。 ）に満たない場合には、第1期納期及び第2期納期に普

通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以

下この項において「普通徴収対象税額」 という。 ）並びに第35条の6の3に規定する

特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金

等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項及び第3項において「特別徴収対

象税額」 という。 ）は、第1期納期においてはその者の第1期分金額からその者の年

金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第

2期納期においてはその者の第2期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する

年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に

係る個人の市民税の額を3で除して得た金額（当該金額に100円未満の端数があると

き、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てた金額。以下この項において「分割金額」 という。 ）に2を乗じて得た金額を

その者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当

する金額（以下この項において「10月分金額」 という。 ）に相当する税額、同年12月

1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(2)特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の第2期

分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、

37



第1期納期における税額はないものとし、第2期納期においてはその者の第1期分金

額とその者の第2期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月

1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額に相当する税額、同年12月

1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(3)特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

がその者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額以上であり、かつ、その

者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額に満たな

い場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期

における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日ま

での間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分

金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除

した残額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその

者の分割金額に相当する税額とする。

(4)特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額以

上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金

額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴

収対象税額は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1

日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月

31日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10

月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日から3月31日まで

の間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(5)特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の

分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、

第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1

月31日までの間における税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間に

おいてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とす
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る。

2前項の規定の適用がある場合における第35条の6の4の規定の適用については、同条

第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌

年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給

付の支払の回数で除して得た額」 とあるのは、 「附則第6条の6第1項各号に規定する

特別徴収の方法によって徴収すべき額」 とする。

3 令和6年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額

（第1項の規定の適用があるものを除く。 ）については、次に定めるところによる。

（1）特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年

金所得に係る個人の市民税の額から第35条の6の5第1項に規定する年金所得に係る

仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。 ）を3で除して得た

金額（当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であ

るときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割

金額」 という。 ）に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る

個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「10月分金

額」 という。 ）に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する

年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額からその者の年金

所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年

12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額と

する。

（2）特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

がその者の10月分金額以上であり、かつ、その者の10月分金額とその者の分割金額と

の合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10

月1日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の

1月31日までの間においてはその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額から

その者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当す

る税額、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する

税額とする。

（3）特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額
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がその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合には、特別徴収

対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間にお

ける税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の第

35条の6の5第2項の規定により読み替えられた第35条の6の2第1項に規定する年

金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。

4前項の規定の適用がある場合における第35条の6の4の規定の適用については、同条

第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌

年の3月31日までの問における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給

付の支払の回数で除して得た額」 とあるのは、 「附則第6条の6第3項各号に規定する

特別徴収の方法によって徴収すべき額」 とする。

5令和6年度分の個人の市民税につき第35条の6の6第1項の規定の適用がある場合に

ついては、前各項の規定は、適用しない。

（令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除）

第6条の7令和7年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の12第3項及び第4項に

規定するところにより控除すべき市民税に係る令和7年度分特別税額控除額を、同条第

3項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第30条の3、第30条の5，第30条の6第

1項、第30条の7、第30条の8，附則第4条の4第2項、附則第6条の2の2第1項、

附則第6条の3及び附則第8条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

附則第7条第2項中「前条」を「附則第6条の3」に改め、同条第3項中「第30条の8

第1項」の次に「、附則第6条の4第1項及び前条」を加え、 「同項」を「第30条の8第

1項」に、 「とあるのは、 」を「とあるのは」に改め、 「附則第7条第2項」 」の次に

「と、附則第6条の4第1項中「前条及び」 とあるのは「前条、附則第7条第2項及び」

と、前条中「附則第6条の3及び」 とあるのは「附則第6条の3、次条第2項及び」を加

える。

附則第9条の2第4項中「附則第15条第25項第2号」を「附則第15条第25項第3号」に

改め、同条第5項中「附則第15条第25項第3号」を「附則第15条第25項第4号」に改め、

同条第7項を削り、同条第8項中「附則第15条第33項」を「附則第15条第32項」に改め、

同項を同条第7項とし、同条中第9項を第8項とし、第10項を第9項とする。

附則第9条の3第6項中「附則第7条第8項各号」を「附則第7条第9項各号」に改め、

同条第7項中「附則第7条第9項各号」を「附則第7条第10項各号」に改め、同条第8項
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中「附則第7条第10項各号に規定する」を「附則第7条第11項各号に掲げる」に改め、同

条第9項中「附則第7条第11項各号」を「附則第7条第12項各号」に改め、同条第10項中

「附則第7条第16項各号」を「附則第7条第17項各号」に改め、同条第11項中「附則第7

条第17項」を「附則第7条第18項」に改める。

附則第10条の見出し中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年

度まで」に改める。

附則第10条の2の見出し中「令和4年度又は令和5年度」を「令和7年度又は令和8年

度」に改め、同条第1項中「令和4年度分又は令和5年度分」を「令和7年度分又は令和

8年度分」に改め、同条第2項中「令和4年度適用土地又は令和4年度類似適用土地」を

「令和7年度適用土地又は令和7年度類似適用土地」に、 「令和5年度分」を「令和8年

度分」に改める。

附則第11条の見出し中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年

度まで」に改め、同条第1項中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令

和8年度まで」に改め、 「 （商業地等に係る令和4年度分の固定資産税にあっては、 100

分の2.5） 」及び「 （令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課

税標準額） 」を削り、同条第2項及び第3項中「令和4年度分及び令和5年度分」を「令

和6年度から令和8年度までの各年度分」に改め、同条第4項及び第5項中「令和3年度

から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に改める。

~ 附則第11条の2中「地方税法等の一部を改正する法律（令和3年法律第7号）附則第14

条」を「地方税法等の一部を改正する法律（令和6年法律第4号）附則第21条」に、 「令

和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に改める。

附則第12条の見出し中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年

度まで」に改め、同条中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年

度まで」に改め、 「･以下この条において同じ。 」及び「 （令和3年度分の固定資産税に

あっては、前年度分の固定資産税の課税標準額） 」を削る。

附則第16条の見出し中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年

度まで」に改め、同条第1項中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令

和8年度まで」に改め、 「 （商業地等に係る令和4年度分の都市計画税にあっては、 100

分の2.5） 」及び「 （令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課

税標準額） 」を削り、同条第2項及び第3項中「令和4年度分及び令和5年度分」を「令
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和6年度から令和8年度までの各年度分」に改め、同条第4項及び第5項中「令和3年度

から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に改める。

附則第16条の2中「地方税法等の一部を改正する法律（令和3年法律第7号）附則第14

条」を「地方税法等の一部を改正する法律（令和6年法律第4号）附則第21条」に、 「令

和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年度まで」に改める。

附則第17条の見出し中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年

度まで」に改め、同条中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8年

度まで」に改め、 「・以下この条において同じ。 」及び「 （令和3年度分の都市計画税に

あっては、前年度分の都市計画税の課税標準額） 」を削る。

附則第18条の2中「附則第16条第1項、第2項」を「附則第16条第2項」に改める。

附則第19条中「から第33項まで若しくは第35項」を「、第32項若しくは第34項」に改め

る。

附則第19条の3第1項中「令和3年度から令和5年度まで」を「令和6年度から令和8

年度まで」に改め、同条第2項中「令和6年3月31日」を「令和9年3月31日」に改める。

附則第19条の4第3項に次の1号を加える。

（5）附則第6条の4及び附則第6条の7の規定の適用については、附則第6条の4第1

項及び附則第6条の7中「所得割の額」 とあるのは、 「所得割の額並びに附則第19条

の4第1項の規定による市民税の所得割の額」 とする。

附則第19条の5第3項に次の1号を加える。

（5）附則第6条の4及び附則第6条の7の規定の適用については、附則第6条の4第1

項及び附則第6条の7中「所得割の額」 とあるのは、 「所得割の額並びに附則第19条

の5第1項の規定による市民税の所得割の額」 とする。

附則第20条第3項に次の1号を加える。

（5）附則第6条の4及び附則第6条の7の規定の適用については、附則第6条の4第1

項及び附則第6条の7中「所得割の額」 とあるのは、 「所得割の額並びに附則第20条

第1項の規定による市民税の所得割の額」 とする。

附則第21条第5項に次の1号を加える。

（5）附則第6条の4及び附則第6条の7の規定の適用については、附則第6条の4第1

項及び附則第6条の7中「所得割の額」 とあるのは、 「所得割の額並びに附則第21条

第1項の規定による市民税の所得割の額」 とする。
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附則第21条の2第2項に次の1号を加える。

（5）附則第6条の4及び附則第6条の7の規定の適用については、附則第6条の4第1

項及び附則第6条の7中「所得割の額」 とあるのは、 「所得割の額並びに附則第21条

の2第1項の規定による市民税の所得割の額」 とする。

附則第21条の4第2項に次の1号を加える。

（5）附則第6条の4及び附則第6条の7の規定の適用については、附則第6条の4第1

項及び附則第6条の7中「所得割の額」 とあるのは、 「所得割の額並びに附則第21条

の4第1項の規定による市民税の所得割の額」 とする。

附則第21条の4の2第2項に次の1号を加える。

（5）附則第6条の4及び附則第6条の7の規定の適用については、附則第6条の4第1

項及び附則第6条の7中「所得割の額」 とあるのは、 「所得割の額並びに附則第21条

の4の2第1項の規定による市民税の所得割の額」 とする。

附則第21条の4の2第5項に次の1号を加える。

（5）附則第6条の4及び附則第6条の7の規定の適用については、附則第6条の4第1

項及び附則第6条の7中「所得割の額」 とあるのは、 「所得割の額並びに附則第21条

の4の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」 とする。

附則第21条の4の3第2項に次の1号を加える。

（5）附則第6条の4及び附則第6条の7の規定の適用については、附則第6条の4第1

項及び附則第6条の7中「所得割の額」 とあるのは、 「所得割の額並びに附則第21条

の4の3第1項の規定による市民税の所得割の額」 とする。

附則第21条の4の3第5項に次の1号を加える。

（5）附則第6条の4及び附則第6条の7の規定の適用については、附則第6条の4第1

項及び附則第6条の7中「所得割の額」 とあるのは、 「所得割の額並びに附則第21条

の4の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」 とする。

附則

（施行期日）

第1条この条例は、令和6年4月1日から施行する。

（固定資産税に関する経過措置）

第2条別段の定めがあるものを除き、改正後の金沢市税賦課徴収条例の規定中固定資産

税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和5年度
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分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正す

る法律（令和6年法律第4号）第1条の規定による改正前の地方税法（昭和25年法律第

226号。以下「旧法」 という。 ）附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に

規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税につい

ては、なお従前の例による。

（都市計画税に関する経過措置）

第3条別段の定めがあるものを除き、改正後の金沢市税賦課徴収条例の規定中都市計画

税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度

分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規

定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に

対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

専決処分した条例の趣旨

地方税法の一部改正に伴い、令和6年度分の個人市民税の特別税額控除を実施するとと

もに、固定資産税及び都市計画税に係る現行の負担調整措置の延長等を行う。
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報告第２号

　　　専　決　処　分　の　報　告　に　つ　い　て

21,868円 21,868円

令和６年３月25日

令和５年度第 27 号
市道における
事 故

120,344円 120,344円

令和６年３月25日

令和５年度第 28 号
市道における
事 故

620,807円 0円

令和６年３月25日

令和５年度第 26 号 森 山 分 団
機械器具置場
の屋根瓦落下
に よ る 事 故

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、損害賠償の額の決定につい

て、次のとおり専決処分したので報告する。

　　　令 和 ６ 年 ６ 月 １１ 日 提 出

金　沢　市　長　　村　　山　　　卓   

専 決 番 号
理 由 賠 償 す る 相 手 方 金 額

左のうち保険で

及 び 専 決 日 補填される金額

令和５年度第 25 号
公 園 の 樹 木
に よ る 事 故

528,000円 528,000円

令和６年３月25日

310,200円 310,200円

令和６年４月12日

令和６年度第 ３ 号 市所有自動車
に よ る
交 通 事 故

令和６年度第 ４ 号 市所有自動車
に よ る
交 通 事 故

182,556円 182,556円

令和６年４月26日

令和５年度第 29 号
市道における
事 故

4,851円 4,851円

令和６年３月28日

令和６年度第 １ 号
市道における
事 故

314,780円 314,780円

令和６年４月９日

令和６年度第 ２ 号 被害認定調査
業 務 に よ る
事 故

66,000円 66,000円

令和６年４月９日
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専 決 番 号
理 由 賠 償 す る 相 手 方 金 額

左のうち保険で

及 び 専 決 日 補填される金額

令和６年度第 ９ 号
市道における
事 故

5,500円 5,500円

令和６年４月30日

227,964円 227,964円

令和６年４月30日

令和６年度第 ６ 号 市所有自動車
に よ る
交 通 事 故

32,950円

令和６年５月16日

令和６年度第 11 号
市道における
事 故

市所有自動車
に よ る
交 通 事 故

32,950円

10,492,777円 10,492,777円

令和６年５月16日

令和６年度第 10 号

8,750円 8,750円

令和６年４月30日

令和６年度第 ８ 号
市道における
事 故

令和６年度第 ７ 号
市道における
事 故

66,773円 66,773円

令和６年４月30日

令和６年度第 ５ 号 能 登 被 災 地
救援物資受付
業 務 に よ る
事 故

103,587円 103,587円

令和６年４月30日


46



ル


























